
告
　
　
示

○
町
及
び
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
自
治
振
興
課
）

一

○
有
害
図
書
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

○
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申

請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
環
境
管
理
課
）

二

○
障
害
者
自
立
支
援
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
　
　
　
　
　
　
（
障
害
福
祉
課
）

四

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）

（
道
　
路
　
課
）

○
道
路
の
位
置
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

五

○
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
会
　
計
　
課
）

○
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
の
取
消
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

公
　
　
告

○
落
札
者
等
の
公
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
情
報
政
策
課
）

六

○
地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
農
　
政
　
課
）

選
挙
管
理
委
員
会
規
則

香
川
県
公
職
選
挙
運
動
公
営
等
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

●
香
川
県
告
示
第
五
百
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
を
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
平
成
十
八
年
七
月
十
一
日
か
ら
編
入
す
る
旨
、

小
豆
島
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

（
第
九
三
五
三
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 54 号

平成 18 年

7 月11日（火曜日）

一

平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

上
　
　
　
　
　
　
欄
　
　
　
　
　
　
　

下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欄
　
　
　
　
　

小
豆
郡
小
豆
島
町
池
田
字
迎
地
　
　
小
豆
郡
小
豆
島
町
池
田
字
濱
條
一
三
〇
一
の
二
、
一
三
〇
二

の
二
、
一
三
〇
三
の
二
、
一
三
〇
四
の
二
、
一
三
〇
五
の
二

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る

町
有
地
の
全
部

小
豆
郡
小
豆
島
町
池
田
字
迎
一
六
六
三
、
一
六
六
四
の
一
、
一

一
六
六
四
の
二
、
一
六
六
五
、
一
六
六
六
の
一
、
一
六
六
六

の
二
、
一
六
六
七
の
三
、
一
六
八
六
、
一
六
八
七
、
一
六
九

九
の
二
、
一
七
〇
〇
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在

す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
町
有
地
の
全
部

小
豆
郡
小
豆
島
町
池
田
字
小
池
三
四
六
三
の
二
、
三
四
六
四

の
二
、
三
四
六
五
の
二
、
三
四
六
六
の
二

小
豆
郡
小
豆
島
町
池
田
字
前
山
　
　
小
豆
郡
小
豆
島
町
池
田
字
濱
條
一
三
七
三
の
四
、
一
三
七
三

の
五
、
一
三
八
三
の
二
、
一
三
八
四
の
二
、
一
三
八
九
の
二
、

一
三
九
〇
の
二
、
一
三
九
一
の
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介

在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
町
有
地
の
全
部

小
豆
郡
小
豆
島
町
池
田
字
濱
條
　
　
小
豆
郡
小
豆
島
町
池
田
字
前
山
一
四
二
六
の
六
か
ら
一
四
二

六
の
九
ま
で

小
豆
郡
小
豆
島
町
池
田
字
柿
ノ
木
　
小
豆
郡
小
豆
島
町
池
田
字
堂
ノ
奥
三
六
七
二
の
七
、
三
六
七

谷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
の
一
、
三
六
七
三
の
三
、
三
六
七
五
の
一
、
三
六
七
五
の

四
、
三
六
七
六
、
三
六
七
七
、
三
六
七
七
の
二
、
三
六
七
八

の
三
、
三
六
七
八
の
四
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す

る
道
路
・
水
路
で
あ
る
町
有
地
の
全
部

●
香
川
県
告
示
第
五
百
三
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

（
第
九
三
五
三
号
）

二

●
香
川
県
告
示
第
五
百
四
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

指
定
番
号

111

指
定

年
月
日
種
別

図
　
　
　
　
書
　
　
　
　
名

雑
誌
コ
ー
ド

発
行
所
名

指
定
理
由

03801－
07

㈱
サ
ン
出

版
内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

平成十八年七月四日

コミッ
ク
誌

com
ic
Ａ
ｍ
ｏ
ｕ
ｒ

7
月
号
（
N
o.199）

112
11435－

07
〃

雑
誌
ア
ク
シ
ョ
ン
写
真
塾

7
月
号
（
通
巻
155号

）

113
04167－

07
〃

〃
Ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｅ
ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｇ
Ａ
Ｒ

7
月
号
（
VO
L.318）

114
67476－

53
㈱
バ
ウ
ハ

ウ
ス

〃
本
当
に
デ
カ
ッ
プ

Vol.3
月
刊
化
記
念
特
大
号

115
03797－

07
〃

〃
G
O
K
U
H

7
月
号
（
N
o.180）

116
06635－

07
〃

〃
D
r.
ピ
カ
ソ
D
X
7
月
号
（
N
O
.136）

マ
ガ
ジ
ン
・
バ
ン
！

7
月
号
（
通
巻
115号

）
117

18385－
07

㈱
マ
ガ
ジ
ン・

マ
ガ
ジ
ン

〃

118
64182－

20
〃

〃
ウ
ォ
ー
Ｂ
組
ｍ
ｉ
ｎ
ｉ

119
08366－

07
〃

〃

マ
ガ
ジ
ン
・
ウ
ォ
ー
・
ウ
ル
フ
ス

ペ
シ
ャ
ル

マ
ガ
ジ
ン
W
ooooo！

狼
7
月
号
増
刊
（
VO
L.10）

120
13881－

06
若
生
出
版

㈱
コミッ
ク
誌

C
O
M
IC
び
ー
た

6
月
号
（
通
巻
第
91号
）

121
13479－

07
〃

〃
C
O
M
IC
ゲ
ッ
チ
ュ

7
月
号
（
通
巻
9
号
）

122
12811－

07
〃

雑
誌
ガ
チ
ン
コ

7
月
号
（
N
o.35）

123
16151－

7
㈱
ワ
ニ
マ

ガ
ジ
ン
社

〃
Ｃ
ｈ
ｕ
ッ
ス
ペ
シ
ャ
ル

7
月
号
（
通
巻
第
61号
）

124
Y
h
a！
H
ip &

 L
ip

7
月
号
（
通
巻
第
61号
）

〃

125
03947－

07
曙
出
版
㈱

コ
ミ
ッ
ク
D
VD

D
O
K
A
N7月
号

コミッ
ク
誌

126
64121－

91
㈱
笠
倉
出

版
社

ケ
ー
タ
イ

裏
サ
イ
ト
1
6

雑
誌

127
15431－

07
㈱
コ
ア
マ

ガ
ジ
ン

ス
ー
パ
ー
写
真
塾

7
月
号
（
通
巻
第
313号

）
〃

128
02801－

7
㈱
ジ
ー
オ

ー
テ
ィ

Ｋ
ｉ
ｓ
ｓ
ｕ
ｉ
7
月
号
（
VO
L.32）

〃

129
18185－

7
㈱
大
洋
図

書
別
冊
Ｇ
ｏ
ｎ
！
　
S
pecial

7
月
号
（
Vol.62）

〃

130
06909－

7
㈱
竹
書
房

ナ
マ
イ
キ
ッ
！7月
号
（
通
巻
5
号
）

コミッ
ク
誌

131
13991－

7
辰
巳
出
版

㈱
C
O
M
IC
バ
ズ
ー
カ

7
月
号
（
通
巻
114号

）
〃

132
16639－

7
㈱
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
ズ

Ｄ
Ｏ
Ｐ
Ｅ
7
月
号
（
SU
PREM

E －079）
雑
誌

133
07877－

7
雄
出
版
㈱

Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｋ
ｇ
ａ
ｌ

7
月
号
（
Vol.068）

〃

134
68460－

16
ワ
イ
レ
ア

出
版
㈱

Ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｍ
B
est
of
B
est

月
刊
Ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｍ
特
別
編
集

（
Vol.10）

〃

08877－
7

〃

秘



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

（
第
九
三
五
三
号
）

三

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

1
申
請
の
概
要

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

高
松
市
香
西
南
町
455－

1

ア
オ
イ
電
子
株
式
会
社
　

取
締
役
社
長
　
大
西
　
通
義

事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

観
音
寺
市
吉
岡
町
262

ア
オ
イ
電
子
株
式
会
社
　
観
音
寺
工
場

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
の
内
容

建
物
増
改
築
に
伴
う
合
併
処
理
浄
化
槽
の
新
設
（
60人
槽
）
と
廃
止
（
300人

槽
）
及
び
排
水
口

の
新
設
（
5
箇
所
）
と
廃
止
（
2
箇
所
）
。

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

変
更
無
し
。

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

無
し
。

排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

排
出
水
の

汚
染
状
態

浮
遊
物
質
量

15
20

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

20
30

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

15
20

水
素
イ
オ
ン
濃
度

5.8～
8.6

5.8～
8.6

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

第
　

1
排
　
　
水
　
　
口
（
新
設
）

排
出
水
の

汚
染
状
態

浮
遊
物
質
量

15
20

窒
素
含
有
量

40
80

り
ん
含
有
量

5
8

排
出
水
の
量

変
更
前
：
15、
変
更
：
6

20

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

20
30

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

15
20

水
素
イ
オ
ン
濃
度

5.8～
8.6

5.8～
8.6

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

第
　
　

2
排
　
　
　
水
　
　
　
口

大
腸
菌
群
数

0
3,000

排
出
水
の

汚
染
状
態

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

20
30

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

15
20

水
素
イ
オ
ン
濃
度

5.8～
8.6

5.8～
8.6

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

第
　
　

3
排
　
　
　
水
　
　
　
口

り
ん
含
有
量

6
8

窒
素
含
有
量

60
80

大
腸
菌
群
数

0
3,000

排
出
水
の
量

3
12



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

（
第
九
三
五
三
号
）

四

●
香
川
県
告
示
第
五
百
五
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
廃
止
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在

地

所
　

在

地

三
七
〇
〇
〇
一
　
社
会
福
祉
法
人
東
か
　
社
会
福
祉
法
人
東
か
　
平
成
十
八
年
　
外
出
介
護

一
〇
〇
八
〇
一
　
が
わ
市
社
会
福
祉
協
　
が
わ
市
社
会
福
祉
協
　
六
月
三
十
日
　

六
二
　
　
　
　
　
議
会
　
　
　
　
　
　
　
議
会

三
七
〇
〇
〇
二
　
東
か
が
わ
市
湊
一
八
　
東
か
が
わ
市
湊
一
八

一
〇
〇
八
〇
一
　
〇
九
番
地
　
　
　
　
　
〇
九
番
地
　
　

六
一

三
七
〇
〇
〇
三

一
〇
〇
八
〇
一

六
〇

三
七
〇
〇
〇
五

一
〇
〇
八
〇
一

六
八

●
香
川
県
告
示
第
五
百
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
七
月
十
一
日
か
ら
同
年
八
月
一

日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
寒
霞
渓
公
園
線
（
二
十
九
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

小
豆
郡
小
豆
島
町
神
懸
通
甲
二
〇
六
番
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
当
川
総
合

四
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
・
八
　
　
　
　
　
　
　
開
発
事
業
に

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
九
〇
〇
　
よ
る
県
道
の

小
豆
郡
小
豆
島
町
神
懸
通
甲
二
三
九
三
　
　
　
　
　
　
二
五
・
八
　
　
　
　
　
　
　
付
替
え

番
一
地
先
ま
で

小
豆
郡
小
豆
島
町
神
懸
通
甲
二
〇
六
番

四
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
・
八

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
九
〇
〇

小
豆
郡
小
豆
島
町
神
懸
通
甲
二
三
九
三
　
　
　
　
　
　
二
五
・
八

番
一
地
先
ま
で

小
豆
郡
小
豆
島
町
神
懸
通
甲
二
〇
六
番

四
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
・
〇

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
二
〇

小
豆
郡
小
豆
島
町
神
懸
通
甲
一
六
六
四
　
　
　
　
　
　
五
五
・
八

番
一
地
先
ま
で

浮
遊
物
質
量

15
20

窒
素
含
有
量

40
50

り
ん
含
有
量

4
5

排
出
水
の
量

変
更
前
：
27、
変
更
後
：
17

34

大
腸
菌
群
数

0
3,000

他
に
排
水
口
が
9
箇
所
（
う
ち
、
雨
水
専
用
9
箇
所
）
あ
る
。

2
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

期
間

平
成
18年

7
月
11日
か
ら
同
年
8
月
1
日
ま
で

場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

観
音
寺
市
市
民
部
生
活
環
境
課



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

（
第
九
三
五
三
号
）

五

小
豆
郡
小
豆
島
町
神
懸
通
甲
一
八
二
番

一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
・
四

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
七
八
〇

小
豆
郡
小
豆
島
町
神
懸
通
甲
二
三
九
三
　
　
　
　
　
　
六
三
・
五

番
一
地
先
ま
で

●
香
川
県
告
示
第
五
百
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
七
月
十
一
日
か
ら
同
年
八
月
一

日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
土
庄
福
田
線
（
二
十
六
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

七
・
八
　
　
　
　
　
　
　
道
路
区
域
の

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
三
一
　
一
部
不
用
物

九
・
八
　
　
　
　
　
　
　
件
化

七
・
八

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
三
一

七
・
八

●
香
川
県
告
示
第
五
百
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
中
土
指
道
　
第
三
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
八
年
六
月
二
十
六
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
丸
亀
市
飯
山
町
東
坂
元
字
青
石
二
二
八
三
―
一
及
び
二
二
八
四
―
一

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
二
六
メ
ー
ト
ル

延
長
　
二
七
・
九
三
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
中
讃
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
号

香
川
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
条
例
第
十
一
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
県
証
紙

の
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
定
年
月
日

平
成
十
八
年
七
月
一
日

二
　
住
所

高
松
市
郷
東
町
五
八
七
番
地
一
　

三
　
氏
名

香
川
県
計
量
協
会

四
　
売
り
さ
ば
き
場
所

高
松
市
郷
東
町
五
八
七
番
地
一
　
香
川
県
計
量
検
定
所
内

●
香
川
県
告
示
第
五
百
十
号

香
川
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
条
例
第
十
一
号
）
第
五
条
の
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き

人
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
六
月
三
十
日

二
　
住
所

高
松
市
郷
東
町
五
八
七
番
地
一

小
豆
郡
土
庄
町
黒
岩
一
八
四
番
三
地
先

か
ら

小
豆
郡
土
庄
町
黒
岩
一
八
四
番
三
地
先

ま
で



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

（
第
九
三
五
三
号
）

六

三
　
氏
名

香
川
県
計
量
器
工
業
会

四
　
売
り
さ
ば
き
場
所

高
松
市
郷
東
町
五
八
七
番
地
一
　
香
川
県
計
量
検
定
所
内

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
調
達
件
名
及
び
数
量
　
香
川
県
情
報
シ
ス
テ
ム
再
構
築
支
援
業
務
　
一
式

二
　
契
約
方
式
　
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札

三
　
落
札
決
定
日
　
平
成
十
八
年
七
月
三
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
　
株
式
会
社
日
立
製
作
所
四
国
支
社
　
香
川
県
高
松
市
中
央
町
五
番
三
十

一
号

五
　
落
札
金
額
　
八
八
、
七
六
一
、
七
五
〇
円

六
　
入
札
公
告
日
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日

七
　
担
当
課
　
郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
香
川
県
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
政

策
部
情
報
政
策
課
　
シ
ス
テ
ム
最
適
化
推
進
グ
ル
―
プ
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
一
四
二

小
豆
郡
小
豆
島
町
の
行
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
は
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
十
七
年
度
ま
で

二
　
成
果
の
名
称

１
　
小
豆
郡
小
豆
島
町
地
籍
図

２
　
小
豆
郡
小
豆
島
町
地
籍
簿

三
　
調
査
を
行
っ
た
地
域

池
田
の
一
部

四
　
認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

香
川
県
公
職
選
挙
運
動
公
営
等
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
則
第
一
号

香
川
県
公
職
選
挙
運
動
公
営
等
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
公
職
選
挙
運
動
公
営
等
実
施
規
程
（
昭
和
三
十
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
中
「
二
葉
」
を
「
二
枚
」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
り
」
に
、
「
左
記
の
通
り
」
を
「
、
次
の
と
お
り
」
に
、

「
二
葉
」
を
「
二
枚
」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中
「
左
記
」
を
「
次
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

公

告

選
挙
管
理
委
員
会
規
則



第20号様式の 3（第50条の 2関係）�
　その１（選挙運動用自動車の使用の契約届出書）�

選挙運動用自動車の使用の契約届出書�

　　香川県選挙管理委員会委員長　殿�

記�

　　1　一般乗用旅客自動車運送事業者との契約による場合�

契約の相手方の氏名又は名称及�
び住所並びに法人にあつては、�
その代表者の氏名�

契約年月日�
契　　約　　内　　容�

運送契約期間� 運送契約金額�

円�

円�

円�

　　次のとおり選挙運動用自動車の使用の契約を締結したので届け出ます。�
　　　年　　月　　日�

　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日執行　　　選挙（　　　　選挙区）�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　候補者　　　　　　　　　　�印�

備　考�

　　2　 1に掲げる場合以外の場合�

契約の相手方の氏名又は名称及�
び住所並びに法人にあつては、�
その代表者の氏名�

契約年月日�
契　　約　　内　　容�

借入期間等� 契 約 金 額�

円�

円�

円�

円�

円�

円�

円�

円�

円�

備　考�
項目�

区分�

燃料代�

自動車�
の借入�
れ　　�

運転手�
の雇用�

　　備考�
　　　 1　契約届出書には、契約書の写しを添付してください。�
　　　 2　 2の「契約内容」欄の「借入期間等」には、「自動車の借入れ」にあつては借入期間を、「運�
　　　　転手の雇用」にあつては雇用期間を、「燃料代」にあつては燃料供給量を記載してください。�

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

（
第
九
三
五
三
号
）

七



�
　その 2（ポスター作成契約届出書）�

ポスター作成契約届出書�

　　　香川県選挙管理委員会委員長　殿�

記�

契約の相手方の氏名又は名称及�
び住所並びに法人にあつては、�
その代表者の氏名�

契約年月日�
契　　約　　内　　容�

作成契約枚数� 作成契約金額�

円�

円�

円�

円�

枚�

枚�

枚�

枚�

　　次のとおりポスターの作成契約を締結したので届け出ます。�
　　　年　　月　　日�

　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日執行　　　選挙（　　　　選挙区）�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　候補者　　　　　　　　　　�印�

備　考�

　　備考　契約届出書には、契約書の写しを添付してください。�

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

（
第
九
三
五
三
号
）

八



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

（
第
九
三
五
三
号
）

九

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



平
成
十
八
年
七
月
十
一
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

（
第
九
三
五
三
号
）

一
〇

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


